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〈研究ノート〉

作成者指向の会計理論の構想

高寺貞男

I 利用者指向への強力な動吉

周知白ように，現什経済理論の領域では，企業釈消費者(家計〉がもっている(すべ

ての財にたいする包括的で，かっ独立した〉選好体系より導かれる需要を満足するよう

生産を編成する環境適応主体とみて，経済を消費者主権自システムとして体系化してゆ

くアプローチが主流を占めている。そして，ぞれとは対照的に企業を消費者りかくれた

欲求を顕在外させて選好体系を拡大したり，欲求がすでに顕在外している場合にも，消

費者に働きかけてそり選好体系を自己に有利なように変化させる力をもっている(消費

者の選好体系が包括的でも独立的でもない点を最大限に利用する〕環境形成主体とみて，

経済を生産者主権のシステムとして体系化してゆくアプローチが反主流派に属する論者

によって展開されている。

ととろで，経済理論と会計理論は， K' E ・ポールディングの用語法を借りると，本

来「性の合わない双生児」υ であったが， 現在では思考方法まで類似するようになった

といいうるほど，現代会計理論は現代経済理論の領域にみられるアプローチ上の対立と

その非対称性をそのままく正確には，より偏った形の取入れている。

事実， 現代会計理論の領域では， i資本資源切最適配分を容易にするためにJ"会計

情報の作成者が「生産者が消費者。要求に応じねばならないのと同じ仕方でJ"刺用者

由意思決定に適合した中立的情報を作成・伝達する γ ステムとして会計を体系化してゆ

〈アプローチ引が，特にアメリカ会計学会の『基礎的会計理論の表明~ (1966年〕以来，

1) K. E. Boulding，“Economics and Accounting: the Uncongenial Twins，" in W. T. 

B，耳目 anuSidney Davidson (eUt;.)，品u，dies-in Accoun加~g Theory， 2nd ed.， 1962， p. 44. 

2) J佃 hu田 Ronenand George H. Sort，er，“Relevant Account1ng，" The占 u，ηa1of Bt出ー

ness， April 1972， p. 259. 
3) Robert R. Ster1ing， "砧1Theory co田 tructionand Veri五cation，"The Accounting Re. 
view， July 1970， p. 455 n 

4) iこのアプローチの[もっとも代表的な〕例はアメりカ会計学会の1966年目[基礎的会計理論
の]表明であるJ(S. C. Yu， The Structu問 ofAccounting Theoη ， 1976. p. 119.)が，そ

れにつ〈明Jとしては，アメリカ公認会計士協会の1973年の『財務諸表の伺的』を挙げると之がで

きる.
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主流を占めるようになってきている。

主ちろん， Iこの消費者主権説と同じ論拠にもとづ〈アプローチ」引にたいしては，す

でにR・R・スターリングによって， Iそれはい〈つかの間題のある仮定に依拠してい

るJ"'と，原理的「批判が時折なげかけられている。J"しかし，この「利用者指向の強

力な動きJ"に樟さして， 会計情報の作成者が利用者にうったえて，彼等の意思決定を

自己に有利なように変化させる非中立的情報を作成・伝達するシステム Eして会計を体

系化してゆくアプローチをとる論者は皆無に近い。たとえば， I会計測定にたいする経

営者 司支配」包】論を展開した C・E・ジョ γ ソンでさえ，最後には転向してしまい，

結論として，経営者が会計|測定政策や手続白決定過程からできうるかぎり隔離され

ー測定政策や方法が経営者支配のおよばないところに置かれるJ101 ことを望んでいる始

末である。

n 作成者指向への方向転換

前節 E指摘したように，現代会計理論の領域にみられるアプローチ上の対立が現代経
・.• . 

済理論の領域におけるよりも偏っているわけは，利用者指向の「会計のための理論 C(us

er-oriented] theories for accounting)があるべき会計のための理論構造を構築しよう

と試みるノーマティプな理論であるJl1J のにたいし，作成者指向の「会計の理論 CCpa"

parer-orientedl theories of accounting)が本米ディスクリプティプな理論である」山

と丸、う相違に求めることができょう U しかしながら，現代金計理論における著しい偏り

を修正することな〈放置しておいては，怠慢のそしりをまぬがれないであろう。なぜな

ら，利用者指向の会計のための理論に対抗しうるだけではな<， さらにそれを包摸Lう

る作成者指向の会計の理論を構想することはそれほど困難とは思えないからである。

ただし，その場合に， R' R ・スターリングにならって，情報の「受け手が場所的に

5) Sterling， 0，ρcit.， pp. 444 n-445 n 

6) Stcrling， op. cit.， p. 115 n 

7) Sterling， op. cit.， p. 444 n 

8) AAA Committee on Concepts and Stallu町d.sfor External Financial Report:;;， State 
ment on Accounting Theo1てyand The01ッAcceptaη回， 1977， p. 11 

9) Charles E. J ohns叩，“ Managementand Accounting Principles，" Law and C加的ηー

pora叩 Problems，Autumn 1965， p 臼9

10) Charles E. Johnson，“Ma田 gement'sRole in External Accounting Measurements，" ¥n 

Rohert K. Jaedicke. Yuji Ijiri and Oswald Nielsen (eds.)目 Researchin Acc自制ting
Measurement， 1966， p. 99 

11) D師時1L. McDonald， Comta目白'veAccounting Theo叩， 1972. p. vii 

1.2) Ibtd.， p. vii 
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〔情報7源から分離されている時には，送り手は彼等が伝達する情報について完全な支

配力をもち，それゆえ〔受け手からの〕フィードパッグにたいし高度の支配力をもって

いるJ1S
) という基本認識から出発するとしても，それだけでは，送り手による情報支配

が，株式会社の「連続的〔財務〕広告JUlのための会計〔財務会計)の場合に， なぜ

送り手(経古者〕と第三者として登場する規制者〈会計原則設定機関〉への「会計権

力f引の再己分と Lてあらわれるのか〔また， どうして送り手と規制者ヘ配分された「会
エスタデりクミ~"'-' 'lト

計権力」が連合して「会計体 制 J181 が形成されるのか〕は理解できないであろう。

さらに，その場合に， I会計権力」の送り手と規制者への配分(と連合〉を考慮に入れ
ぜ ル ト イ γ

て，利用者指向の会計のための狸論に内蔵されている〈受け手ー→送り手という通常

のフィ ドパッグに先行する〉受け手ー→規制l者一→送り手とし寸先行フィ ドパッ

ク・ル プにたいし，それを逆転きせた〔送り手ー→受け手という通常のフィードフォ

アワ ドに先行する〕送り手ー→規制者一→受け手とし寸先行フィ}ドフォアワ ド山

・ループを対置させたところで，それだけでは，送り手が「情報を受け手の行動を変え

13) Robert R Sterling， Theo可 ofthe Measurement of Entc中門'seIncoηu， 1970， p. 53 

14) Walter Bagehot， Lornbard Str田 t，A Discription of品e1¥イ'nneν ル1arket.revised ed.， 

1901， p. 273; ]ohnson， op. cit.， p. 88 

15) ，会計権力Jとし寸用語は， R' R スタ リγ グが「アン p 、ィア [として公認会計士]

を選定する経営者の力J CJoh田 on，oρ cit.，p. 94) に圧倒された公認会計士白「力のよ対日j

(Robert R. Sterling，‘ Accounting Power，" The Jiζurnal of Accoun7anc出 January

1974， p. 66.) を問題にした時に， r会計士の力」の意味ではじめて使われたが， rその後，これ

が拡張解釈されて“会計をめぐる力"となり， 会計士の力s 経営者の力， SECの力などを総称

する用語となっている，J C青柳文司「アカウンティ γグ・パワ J r産業経理j1978年6月号，

lベージo Cf. ]oseph A. Pichler， .‘An E∞nomic Analysis of -Accounting Power，" and 

Lawrence Revsine and Hervey A_ JUTis，“ A刊:ountingPow-er: An Alternative to the 

Ec叩 omicAnalysis，" in Robert R. Sterling (ed.)， Institutiona1 Issues in Puhlic Acc.叫叫

ing， 1974， pp. 74 ff.) 

そこで，本稿では. r合計Jr権力」を「会計情報の利用過程を通じてJr一定の人間集団の

行動に影響を与えるような社会的決定に実質的にかかわる)JJを指す用語として使用するよLとに

している。

16) r会計体制は，アメリカ合衆国では，主として， 8大会計事務所，影響力のある公認会計士団

体，企業の議会工作グループと若干の連邦樹関(証券取引委員会がもっとも著名〕から構成され

ているJ(U. S. Congress， Senate， Subcommittee on Reports， Accounting， and Manage 

:ment of the Committee af GovernmE'nt up併 ation... ， The Accounting 'Establishment， 

1977， p. 1.) といわれているが，本稿では， r会計体制」という用語を送り手と規制者へ配分さ

れた「会計権力Jb連合して形成きれる「会計権力体制」の意味で使うことにしてレる。
7今下プァ P

17) r会計情報の伝達は情報のフィードフォアワ Fを構成するJ(Pre血 Prakashand Alfred 

Rappaport，“Informational Interdependencies: System Structure Induced by Accounting 

Information，" Thp. Acr:onnting Revie7.f)， October 1975， p. 729.)といわれているが，本稿で

は， フィ ドパックを先取りした「フィードフォアワ ド」に， 会計情報り伝達ばかりでな¥A
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または制御してゆく重要な手段として利用する可能性J'引が現実化する条件は，っかめ

ないであろう。

そこで，以下，本稿では，送り手が情報支配力を独占していると， I送り手の〔作成

する情報や〕行動が彼が伝達することを要請されている情報によって影響を受ける複雑
イソダタタγ.-<

な過程J19)である「情報誘導Jc])過程と受け干の「情報利用」の過程とがうまく連動

し合うとはかぎらないので，送り手が「情報を受け手の行動を変えまたは制御してゆく

重要な手段として剥用する可能性」が現実化する条件は，偶然的にしか成立しないが，

「会計権力」が送り手〈経営者〉と規制者(会計原則設定機関〉へ配分されている場合

には，送り干が「一般に認められた会計原則の枠内 E会計方法主選択する広範な自由J20l

と受け手(投資家〉の「いだいている会計観が適合性認識 Cと意思決定〕に重大な影響

をおよぼす可能性J'υ とが両立しうるよう規制者を介して調整され畠ので，情報誘導と

情報利用とが連動しやすくなっているという意味で，送り手が「情報を受け手の行動を

変えまたは制御してゆ〈重要な手段として利用する可能性」が現実イじする条件が経常的

に成立していることを究明したい。

本稿が，財務「会計政策論の体系」化を試みた別稿出ととも，利用者指向の会計四た

めの理論に対抗しうるだけではなし さらにそれを包摂Lうる作成者指向の会計り理論

を構築する基礎作業に少しでも貢献することができれば，幸いである。

III 情報誘導と情報利用の連動

F・プラカッシュ =A・ラパポートによると， I個人ならびに組織単位の行動は，彼

等が受けとって，彼等の計画設定と意思決定に実際に利用する情報によってだけではな

く，さ bに彼等が伝達することを要請され，かっ望ましい仕方か，望ましくない仕方で

受円干に利用されるかもしれないと信じている情報によっても，影響をうける。」聞な

¥、しそれに先行して伝達すべき財務属性やその代替的測定方法を「会計体制J'"代表して会計原
則設定機関が選定する過程をも含めている。

18) Prem Prakash and Alfred Rappaport， .< Informat四 1Inductance and its Sign凶cancefor 

Accounting，" Ac白unting，OI苫anizatWnsand 品'ociet~ゾ， March 1977， p. 29 

19) lbid.， p. 29 
2U) Francis A. Mlynarczyk， Jr.，“An Empirical Study of Accounting Methods and St!X主

P工n，白e，句\，"E;問~Pl河 'calRese宙arch宮問'nAccσun叫'U帥u出'ng:S.臼'ele，町c乙tedSt印udi配e，ら， 1969 CSupplerロme百ntto 

Vol. 7，.lt.ゐ'"

21) Wi山llia即a町m J. Burns， Jr.，“Accounting Information 叩 dDecision-:M.aking: Some Behav-
ioral Hypotheses，" The Accounting Review， July 1968， p. 477 

22) 高寺貞男「会計政粛請の体系J"企業会計.!l1979年 2月号， 21ベータ以下.
23) Prakash and Rappaport， ot. cit.， p. 29 
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ぜなら，情報の送り手が受け手による情報利用の「結果についていだいている期待ほ

一一情報が伝達される前に，したがってその結果が生ずる前に 彼の E作成する〉情

報または行動を，きらに目標さえも，変更することを選択せしめる」刊からである。

「これが情報誘導 (informationinductllnce)の過程である」削が，そり場合に，情

報利用の結果(考えられうるフィードパック効果〉を意識した「情報の送り手に聞かれ

た 1つの選択は彼り業績記述を単に修正することである。J"】会計上の利益操作はその

典型的例である。第1の情報誘導とは独立にまたはそれを前提として「情報申送わ手が

利用しうる第zの選択は彼の事実上の行動を修正すること EあふJ21l たとえば， I会計

上田利益平準化 (art泊四1[incomeJ 田moothing)Jは第 10)情報誘導!と属す白にたいし，

「事実上の利益平準化 (real(income) smoothing)J削は第 20)情報誘導に分類されよ

う。「第3の選沢は彼の目標を修正することである。」円}たとえば，個人または組織単位

の業績評価基準が変更されれば，個人または組織単位の行動目標も自動的に修Eされる

が，財務会計の分野では，インフレ ショシ会計情報目迫補を別とすれば.企業の業績

評価基準が変更されるとは考えられないので，第3の情報誘導は問題外にして考察をす

すめても，なんら差支えないであろう。

以上の説明によって，情報誘導とはどのような過程を意味しているかがほぼ理解でき

たと恩われるが，情報利用と対照してみると，よ bよ〈理解できるので，以下，情報利

用と情報誘導とはどこが違うかを 4点にわた η て対照してみ上う。

「まず第 1に，情報利用は情報の受け手の行動D変化を指しているのにたいし，情報

誘導は送り手の〔作成する情報J刊行動の変化を指している。第2に，情報利用は(受

け手によって〉受けとられた情報にかかわっているのにたいし，情報誘導は情報の送り

手が伝達するととを要請されたが，まだ伝達していないか，おそらくまだ作成きえして

24) Prakash Ilnd Rappaport， ot. cit.， p. 30 

25) Prakash and Rappaport. op. at.， p. 30 
26) Prakash and RapPapurt，中日ム， p. 31 

27) P四 kashand Rappaport，噌 cit.，p. 31. 
28) Paul E. Dasher and Robert E. Malcom，“A Note On Income Smoothing in the Chem. 

icallnd国 try，"Journal of Accaunting Research， Autumn 1970， p. 253 

「この 2つ白タイプの利益平準化J(Ibid.， p. 254.)は， 同時並行的に要指されることを排除

はしないが，本来相万に独圭した関係にあるのにたいし，たとえば，合併後中利益水準が変更す

るよう合併会計において買収法主連関して，合併をおしすすめる場合には，第lの情報誘導と第

2の情報誘導とは相互に依存しあう関係におかれている。

ただし，合併後の利益水準が変更しないよう持分プーリング法を選択して，合併をおしすすめ

る場合には，第1の情報誘導なしに，揖Z'"情報誘導が生じていると考えられるかぎり，両者は

相互に独立した関係にある，といえよう.
29) Prakash and RapPaport， 0.ρ cit.， p. 31 
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いない情報にかかわっている。第3に，情報利用は受け手自身の行動選択の結果に関す

る受け手の関心を含んでいるのにたいしj 情報誘導?士情報白受け手の行動選択の結果に

関する情報の送b手の関心を含んでいる。最後に， (受け手による〉情報利用は情報の

送り手の側に受け手の行動の制御可能性をもたらすのにた1..' 1....-，情報誘導は情報利用者

の側に情報白送り手の行動の制御可能件をもたらすのJ'"】

ところで，最後に取上げられている受け手と送り干の聞で白相主制御可能性について

さらに考察官すすめようとすれば， I情報利用への考慮が情報誘道の考慮と結合されね

ばならないJ311 であろう。なぜなら，受け子が送り手目行動を変えまたは制御する可能

性は情報利用が第 2t第 3の情報誘導を誘発した時にのみ現実化するのにたい L，送り

手が「情報を受け手の行動を変えまたは制御Lてゆく重要な手段』こして利用する可能

性」は第 1の情報誘導が情報利用とうまく連動し(かみ〉合った時にのみ現実化するか

らである。

tは，送り手が情報支配力を独占している場合には，どうなるりであろうか。この場

合には， I送わ手は彼等が伝達する情報について完全な支配力をもち，それゆえ〔受け

手からの〕フィードパックにたし、し高度の支配力をもっている」ので，受け手が送り手

の行動を変えまたは制御する可能性が，第 2と第3の情報誘導を通じて，現実化する余

地はほとんどないといってよい。 もちろん，この場合にも，送り手が「情報を受け手の

行動を変えまたは制御してゆく重要な手段として利用する可能性」は，第 1の情報誘導

が情報利用とうま〈連動し合うかぎり，いつでも現実化する。 しかしながら，この場合

には，送り手たる「経営者の〔会計行動と〉年次〔会計〕報告の自由J321 が完全に保障

されているので， I期待されるフィードパックへの経営者の関心は企業の代替的会計情
アウトグツト

報の作成について〔無制限の〕選好をもたらす」聞であろう。その結果，勝手に変更

された「会計情報が〔受け手のいだいている会計信頼感を動揺させて，彼等が〕考慮中

の意思決定に適合していないと考えられたならば， [当該〕会計情報は〔彼等の〕意思

決定に影響をおよぼさないであろう。f心したがって， この場合には，受け手の「いだ

いている会計〔信頼〕感が〔保たれて〕適合性認識〔と意思決定〕に重大な影響をおよ

ぼす可能性」が現実化するかどうかは，偶然に主配きれるであろう。

30) Pral王ashand Rappaport， opα'1.， p. 31 
31) Prakash and Rappaport， o.ρ.α人 pp.35， 37 
32) I υnald P. J.印刷，“Maoagen:百五tFreedom in Annual Repor旬 " Finallcial Exc，印 ttvC，

August 1971， p. 31 
33) Prakash and Rappaport， "Information Interdependencies，" The Accounting R尻町V，

October 1975， p. 729 
34) Burns， ot. cit.， p. 472 
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IV I会計権力jの配分と連合

以上考察してきたように，送り手が情報支配力を独占している場合には，野ばなしに

された第 1の情報誘導が受け手の会計信頼感官動揺させ，情報利HJとうまく連動し合わ

なくなる傾向が生ずるので，送り手が「情報を受け手の行動を変えまたは制御してゆ〈

重要な手段として利用する可能性」は偶然的にしか現実化しないであろう。これにたい

し，受け手の会計信頼感に動揺を与えないよう，送り手の「会計行動の自由の程度を引

下げる J351 措置がとられたならば，第 lの情報誘導が情報利用と通勤しやすくなるから，

送り手が「情報を受け手の行動を変えまたは制御してゆ〈重要な手段として利用する可

能性|は経常的に現実化するであろう。

そとで，送り手の「会計行動の自由の程度を引下げる」措置として， I会計権力」が

二分され，受け手たる投資家の「意思決定に影響する力をもっている」会計情報の「財

務属性J"】とそれを測定する代替的会計方法を選択認定する「会計権力」を規制者たる

会計原則設定機関へ分与し， さらに会計原則設定機関が選定した代替拍会計方法のなか

から選択適用する「会計権力jのみを送り手たる経営者へ残す制度が設けられることに

なったのであるロ

なお，このように「会計権力」が経営者と会計原則設定機関へ配分された場合には，

二分された「会計権力」に複元力が自動的に作用して，配分された「会計権力Jの連合

として「会計体制Jが形成されるので，経営者は常時「会計体制Jを通じて会計原則設

定過程に働きかけることができるのである。事実， I財務会計原則の展開は，少なくと

もその積極的な測面では，経営者の特権 (prerogative)であったのであるoJa7I 

したがっ亡， ノメりカ (公認〉会計士協会の「会計手続委員会や会計原則審議会は

E経営者側からの〕圧力に逆らうことができなかった。」附その意味で，会計原則設定機

関はこれまで経営者の「会計権力」の制限のために自己の「会計権力Jを行使してこな

かったし，また将来においても，現行の「財務会計基準審議会がそれを支配する〔経営

者の〕私的利害にたいし行動をおこすであろうと叩I待する理由はないj削といわれてし、

35) Richard P. Brlef，“The Accountant's Respons礼biJlly in Historical Perspective，" The 

Accounting Revie叩， April 1975， p. 286 

36) George]. Stauhus，“Determinants of the Value of Accounting Pr叩 edures，"Abαeu" 

December 1970， p. 107 

37) "Edward Stamp，“Establishing AccounLing Princlples，" Abacus， December 1970， p. 98 

:18) Ross L. Watts and Jerold L Zimmerman，“Towards a PositIVe Theory of the 

Determtnation of Acco叩 tingStandards，" The Accounting Revu叫 January1978. p. 132 

39) Subcommittee on Reports， Accounting， and :Management， Qρ cit.， p. 170 
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るように，行使するとは期待できないであろう。

事実. I会計体制〔を代表して会計原則設定機関〕は同じ企業取引を〔会計処理】報告

する弾力的な代替的会計方法の体系の展開をゆるしてきた。J'"】その結果，現在会計原則

設定機関によって選択認定されている代替的会計方法の「組合せを数学的に合計してみ

たら，適用可能な会計の多様さは天文学的数字となるであろう。」州この点につレて， R.

J Iチてンパーズは『一般に認められた会計原則』にしたがい決定された3.000万通りの

数値のいずれかとして所定の企業の利益を測定することができる， と計算している。r幻

このように「現在会社〔経嘗者〕は 適用可能な『一般に認められた』代替的会計

方法のなかか b選択するにあたり，はとんど完全な自由をもコている削」ので，そこに

生ず呂「投資家への財務〔会計〕報告の無政府状態」凶は. I連続的財務広告」から投

資家の行動を会社金融に有利な方向に制御してゆく能力をうばってしまいかねない。そ

うなれば，会計報告の『儀式J(5
) 化がより顕著となることはいうまでもな L、。

そこで，かかる危険が濃くなる度ごとに，第 lの情報誘導と情報利用とがうまく連動

し合って，会計が還境形成システムとして有効に働くよう j 会計を還境適応システムと

して毘なおす運動が「会計体制」とその周辺で繰返えされるのである。

なお，その過程で提案される会計「情報システムの修正はj それが〔利用者の会計信

頼感を回復L.彼等の意思決定に〕適合していると 信じられた時にりみ，価値をも

ちうるJWので. I利用者指向の会計JW改革として演出されるが，利用者の茸思決定

に「できるだけ適合した〔会計]情報が〔作成〕伝達されると去を保存するために〔彼

等からの〕フィードバックに依存することができないJ(6) ので， 会計改革はいつでも

「会計体制」の側またはそれに近い立場から計画され，体制内改革として実施されるこ

とを見逃してはならないであろう。

40) Subcoll1mitte巴 onReports， Accounting， and Management， op. cit.， p. 6. 
41) Puul Grady， L此 entoryof Ger凶 -allyAccepted Accounting Princ争lesfor Business 

主ntotrtS町 (A正WU江tingResearch Study No. 7)， 1965， p. 379 
.12) Trlbhowan N. Jain， 'ιAlternative Methods of Accounting and Decision Making: 

Psycho-Linguistical Analysis，" The .t1cc.叫 ntu，留品目白v，January 1973， p. 95. Cf. -R. J 
Ch:'"ll1lben;，“A Matter of Princip:e，" The ilccounling R叩 iew，July 1966， pp. 454-455 

43) John K. Simmons，“A Concept of Comparability in FinanciaJ Reporting，" 1'he Ac 
counting Review， October 1967， p. 687 

44) Richard H. Simpson，“An Empirical Study of Possible Income Manipulation，" The 
Accounting Review， Octot巴r1969， p. 817 

45) Boulding，ορ cit.， p. 53 
46) Gerald A. Feltham， ，"The Value of Inforll1ation，" The Acc.制 JntingRcuie凹， Oct.ober 

1968， p. 691 
47) Yu，ゆ cit.，p. ，119 
48) Sterlmg，訂heuryof the Measurement of Ente中riseInc四 ze，1970， p. 54 


